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☆☆  新型コロナウイルス感染症ニュース 第 104 号 2022.1.31  ☆☆ 

 

 感染症の拡大により宮城県もまん延防止等重点措置の適応が議論されております。社会活動の制限の議

論とともに院内、施設内、家庭内感染のコントロールが重要になると思われます。 

安藤会長より会員の皆様へ 

オミクロン株の感染拡大で自宅療養者が増えています。40 歳未満で軽症の感染者は基本的に自宅療養と

する県の新基準もあり、今しばらくの増加が予想されます。 

先日、県内のコロナ対応診療・検査医療機関に向けて行われた意向調査では、仙台市内１００件を超え

る医療機関に自宅療養者への対応が可能とお答えいただいています（回答率７４％での途中集計結果を県

から提供いただきました）。 

また、1 月 29 日（土）夕刻から行われた仙台市保健所との話し合いで、自宅療養者のための夜間電話相

談窓口を市保健所内に設置し、まず市職員や看護師が電話対応して必要時にオンコール当番医につなげる

仕組みを同日夜から開始いたしました。当面はオンコール当番を仙医執行部で担当しますが、会員有志の

ご協力を賜りたく存じます。後日募集をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

自院で診断した自宅療養者の経過観察においても、夜間はこの電話相談窓口を利用していただけます。

夜間帯の相談先が確保できたことで、さらに多くの医療機関が自宅療養者のフォローにご参加いただける

ものと期待しております。 

おそらく今後１か月程度の短期間で新規感染者の減少が見込まれます。どうか多くの先生方の一層のご

関与をお願い申し上げます。                           （安藤健二郎） 

在宅療養患者さんのフォローについて、1月 29日の保健所訪問 

仙台市でも新型コロナウイルス感染症患者さんの急増に伴い、在宅療養される患者さんも多くなってお

ります。1 月 29 日、土曜日に仙台市医師会で保健所を訪問し、現状の確認と今後の対策について話し合い

を行ってまいりました。仙台市保健所は土曜日の夕刻にもかかわらず、多くの職員が対応に追われつつ業

務を続けておりました。 

まず感染者の現状ですが、自覚症状が軽く重症化リスクの低い方中心に、在宅での療養を求められてい

る方は 1,000 人前後とのことでした。この人数は今後増加する可能性が懸念されております。ただ幸いな

ことに現状では症状が安定されている方が多く、また若年者も多いことから、多くの方にスマートフォン

を利用した状態報告にご協力いただいており、これがかなり保健所の負担軽減に役立っているとのことで

した。保健所機能は今のところしっかり維持されているとのことでした。 

在宅療養中の症状悪化時の対応について報道にもありましたように、この IT 利用で状態変化が見られ

た方や、保健所へご連絡いただいた方を対象に、必要時は訪問看護師と仙台市職員を健康観察に派遣する

対応が 1 月 16 日（日）から始まっております。同日より仙台市医師会では、訪問看護師から問い合わせ

があった場合に当番医が病院受診の判断や、仙台市が備蓄している市販薬の投与の可否について助言をす

る業務を 9 時から 20 時まで担っておりました。今回は急な施策に即応するために、当番医をまず役員有

志で開始いたしました。これに対して近いうちに会員の先生にもご協力をお願いする予定でした。 

今のところ問い合わせや対応の件数は少数ですが、今回現在の療養者数増加に伴って 1 月 29 日（土）

から 24時間体制で対応することについて仙台市と調整し決定いたしました。保健所の 24時間体制の整備

とともに、当番医についても 24 時間担当となり、現状の役員有志による対応だけでなく、今後会員の皆

さまからもご協力いただける方を至急募集したいと検討しております。初回週末の当番医は保健所長さま

と安藤会長が対応しました。 

現状では在宅療養から急に重症化する方が少なく、保健所業務も多忙ながら維持されていることにとり

あえず安堵しておりますが、今後臨機応変な対応が求められます。この当番医は実際に診療や処方箋の発
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行は求められませんので、この体制と並行して現状対応可能な医療機関で行われている電話診療等による

患者さんのフォローや、経口抗ウイルス薬等の薬剤処方について、今後もご協力いただきたいと思います。 

                                     （総務部、福壽岳雄） 

感染流行状況に基づく患者療養（軽症者等）のあり方等の切替について(R4.1.26) 

宮城県医師会からの通知です。宮城県における新型コロナウイルス新規陽性者については、現在原則ホ

テル療養となっておりますが、1 月 24 日（月）の宮城県知事の定例記者会において、新型コロナウイルス

陽性患者の急激な増加により、宿泊療養施設や保健所業務等が逼迫し、喫緊を要する場合、その軽減のた

め、軽症・無症状者の患者療養のあり方や保健所の対応等を切り替えることを表明いたしました。切り替

えのタイミングは、宿泊療養施設の使用率が 70％を超え、かつ 1 日当たりの新規感染者が 300 人以上で

す。切り替え後は 39 歳以下で基礎疾患やリスク因子、検査所見や治療内容を加味したスコアが低い場合

は、原則として自宅療養となります。 

今後、各郡市医師会には自宅療養者が増えた場合に、保健所と緊密な連携を取り、各地の実情に合った

形で自宅療養者への対応が求められております。 

ラゲブリオの処方、登録センターへの登録について  

先のニュースでもお伝えしておりますモヌルピラビル（ラゲブリオⓇ）の処方には登録センターへの登

録が必須となっておりますが、現在サポートセンターへの電話が非常に繋がりにくい状況となっておりま

す。先の郡市医師会長会議においては宮城県での一括登録について提案されましたが、厚生労働省より宮

城県医師会を通じて、一括して登録することはできない旨の回答がありました。電話以外の登録方法とし

て、インターネットでの登録も可能となっておりますのでご検討ください。「ラゲブリオ登録センター」と

検索いただき専用ページにアクセスいただくとスムーズに登録が完了いたします。 

モヌルピラビルは発症後 5 日以内のできるだけ早い時期に投与を開始すると有効とされておりますが、

処方には上記登録と患者さんからの同意書取得が必要です。 

中小企業庁「事業復活支援金」について（情報提供）(R4.1.26)  

日本医師会からの情報提供です。中小企業庁より「事業復活支援金」の給付について発表がありました。

本支援金は、①新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、②令和 3 年 11 月～令和 4 年 3 

月のいずれかの月の売上高が、平成 30年 11月～令和 2年 3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較し

て「50%以上減少」又は「30%以上 50%未満減少」したこと等を主な要件として、中小法人等に 250 万円を

上限、個人事業者等に 50 万円を上限として給付するものです（上限額は売上減少の状況や法人の売上規

模によって異なります）。詳細は経済産業省、及び事業復活支援金事務局 Web サイト、下記相談窓口でご

確認ください。要件に合致する限り、医療法人又は個人立医療機関も対象になり得ます。 申請受付期間は

令和 4 年 1 月 31 日～5 月 31 日となっています。 

事業復活支援金事務局 相談窓口  

TEL：0120-789-140 IP 電話等から：03-6834-7593（通話料がかかります） 

8 時 30 分～19 時 00 分（土日、祝日含む全日対応） 

 

ニュース部より （104号担当 福壽岳雄） 

 ワクチン接種や発熱者への対応とともに、在宅療養患者さんやそのご家族、濃厚接触者への対応が急務

です。医師会では仙台市民の命と健康、生活を守るために、一致団結して今できることを最大限行いたい

と思います。 

 

仙台市医師会へのご意見・ご質問等は FAX、メールでお願いいたします。 

 FAX：022-267-5193 メール：sen-ishi@sendai.miyagi.med.or.jp 
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